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付録３． 平成１５年度改正後の無効審判等の 
手続フロー図 
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図１ ：特許無効審判の基本フロー図 

図２ ：審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正 
    があった場合のフロー図 

図３ ：職権で無効理由を発見した場合のフロー図 

図４ ：職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図 

図５ ：審決後の基本フロー図 
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